
卒業の認定に関する方針 

 

二葉看護学院 学則 抜粋 

（課程、学科、修業年限、定員） 

第 4条 本学院の課程、学科及び修業年限並びに定員は次のとおりとする。 

課   程、学 科 修業年限 入学定員 総定員 

保健･看護専門課程 

保健看護学科 

（統合カリキュラム） 

４年 

 

 

３０名 

 

 

１２０名 

 

 

２ 在学期間は６年を限度とする。 

３ 在学期間には、休学期間を含むものとする。 

 

（授業科目） 

第 16条 授業科目を基礎分野、専門基礎分野、専門分野とする。 

２ 授業科目、単位数は別表Ⅰ教育課程のとおりとする。 

 

（卒  業） 

第 21条 本学院に４年以上在学し、学則に定める授業科目及び単位数を取得した者は、

卒業認定会議を経て学院長が卒業を認定する。 

２ 学院長は、卒業を認定した者に卒業証書を授与する。 

 

 

二葉看護学院 学則施行細則 抜粋 

（卒業認定） 

第 22条 卒業認定は、卒業認定会議において次の要件に基づき最終学年末に行う。 

２ 学則第 4条の修業年限を在学し、学則第 16条に定めるすべての授業科目の単

位を授与された者。 

 

 


